
船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 漁網損傷 

発生日時 令和元年６月４日 ０６時００分ごろ 

発生場所 兵庫県神戸市長田南方沖 

 神戸灯台から真方位１５２°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.４′ 東経１３５°１０.４′） 

事故の概要  引船第三明祐
めいゆう

は、はしけ Ｈ
エイチ

 １０２及び Ｈ
エイチ

 ２５１をえい
．．

航中、

また、漁船第三義
よし

丸及び漁船邦
ほう

栄
えい

丸は、２そうびきでえい
．．

網中、Ｈ 

１０２又は Ｈ ２５１が２そうびきの漁網を乗り切り、同漁網が損傷

した。 

事故調査の経過 令和元年７月２３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三明祐、１９トン 

   ２６０－４２５９６兵庫、大協海運株式会社 

Ｂ はしけ  Ｈ １０２、５００トン積み 

   なし、広瀬産業海運株式会社 

Ｃ はしけ  Ｈ ２５１、４５０トン積み 

   なし、広瀬産業海運株式会社 

Ｄ 漁船 第三義丸、９.７トン 

   ＨＧ２－５１３８（漁船登録番号）、個人所有 

Ｅ 漁船 邦栄丸、９.７トン 

   ＨＧ２－５０８６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｄ 船長Ｄ、二級小型・特殊・特定 

Ｅ 船長Ｅ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｄ 漁網に切損 

Ｅ 漁網に切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、えい
．．

航索でＢ船、Ｃ船の順に

２隻を連結した引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成して西

進中、船長Ａが、左舷船首方に右舷方へ向かって通過する状態の２そ

うびきのＤ船及びＥ船を認め、同じ針路及び速力で航行しても両船が

  



引く漁網（以下「本件漁網」という。）を避けることができると思っ

ていたところ、本件漁網を示すブイに接近したのでこれを避けようと

左舵を取ったが、Ｂ船又はＣ船が本件漁網を乗り切って本件漁網を切

断した。 

Ｄ船及びＥ船は、それぞれ船長が１人で乗り組み、２そうびきによ

り東進中、船長Ｄ及び船長Ｅが、接近するＡ船引船列が本件漁網を避

けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたものの、接近し

たので汽笛を鳴らして注意を喚起し、更に接近したので左舵を取った

が、Ｂ船又はＣ船が本件漁網を乗り切って本件漁網を切断した。 

分析 Ａ船引船列は、航行中、船長Ａが、本件漁網を避けることができる

と思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、本件漁網のブイ

が接近し、左舵を取ったものの、本件漁網を乗り切って本件漁網を切

断したものと考えられる。 

Ｄ船及びＥ船は、２そう引きでえい
．．

網中、船長Ｄ及び船長Ｅが、Ａ

船引船列が本件漁網を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続け

たことから、Ａ船引船列が接近し、左舵を取ったものの、Ｂ船又はＣ

船が本件漁網を乗り切って本件漁網を切断したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が航行中、Ｄ船及びＥ船が２そうびきでえい
．．

網中、船長Ａが、本件漁網を避けることができると思い、同じ針路及

び速力で航行を続け、また、船長Ｄ及び船長Ｅが、Ａ船引船列が本件

漁網を避けると思い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、Ｂ船又

はＣ船が本件漁網を乗り切って本件漁網を切断したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・はしけ等をえい
．．

航している場合は、えい
．．

航時における操縦性能な

どを考慮して他船と安全な距離を保って航行すること。 

 ・周囲に他船を認めた場合、他船が必ず避けてくれると思わず、早

めに避けること。 

 


